
 

 

 

 

墨田区福祉作業所条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （事業） 

第４条 作業所は、次の事業を行う。 

 ⑴ 法第５条第１５項に規定する就労継続

支援に関すること（以下「就労継続支援

事業」という。）。 

 ⑵ 〔略〕 

 （利用対象者） 

第７条 就労継続支援事業を利用することが

できる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

 ⑴ 法第２２条第８項に規定する障害福祉

サービス受給者証（法第５条第１５項に

規定する就労継続支援に係るものに限

る。）の交付を受けた者 

 ⑵・⑶ 〔略〕 
 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 ⑴ 法第５条第１６項に規定する就労継続

支援に関すること（以下「就労継続支援

事業」という。）。 

 ⑵ 〔略〕 

 〔同左〕 

第７条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 法第２２条第５項に規定する障害福祉

サービス受給者証（法第５条第１６項に

規定する就労継続支援に係るものに限

る。）の交付を受けた者 

 ⑵・⑶ 〔略〕 
  

   付 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 保 健 委 員 会 

平成24年3月21日 



※ 障害者自立支援法の一部改正新旧対照表（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
第５条 この法律において「障害福祉サービ

ス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、療養介護、生活介護、短

期入所、重度障害者等包括支援、共同生活

介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援及び共同生活援助をい

い、「障害福祉サービス事業」とは、障害

福祉サービス（障害者支援施設、独立行政

法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの

園法（平成１４年法律第１６７号）第１１

条第１号の規定により独立行政法人国立重

度知的障害者総合施設のぞみの園が設置す

る施設（以下「のぞみの園」という。）そ

の他厚生労働省令で定める施設において行

われる施設障害福祉サービス（施設入所支

援及び厚生労働省令で定める障害福祉サー

ビスをいう。以下同じ。）を除く。）を行

う事業をいう。 

２～７ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

８～１４ 〔略〕 

１５ この法律において「就労継続支援」と

は、通常の事業所に雇用されることが困難

な障害者につき、就労の機会を提供すると

ともに、生産活動その他の活動の機会の提

供を通じて、その知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練その他の厚生労働省令で定

める便宜を供与することをいう。 

（支給要否決定等） 

第２２条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ

て必要と認められる場合として厚生労働省

令で定める場合には、厚生労働省令で定め

るところにより、第２０条第１項の申請に

係る障害者又は障害児の保護者に対し、第

５１条の１７第１項第１号に規定する指定

特定相談支援事業者が作成するサービス等

第５条 この法律において「障害福祉サービ

ス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、療養介護、生活介護、児

童デイサービス、短期入所、重度障害者等

包括支援、共同生活介護、施設入所支援、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及

び共同生活援助をいい、「障害福祉サービ

ス事業」とは、障害福祉サービス（障害者

支援施設、独立行政法人国立重度知的障害

者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律

第１６７号）第１１条第１号の規定により

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみ

の園」という。）その他厚生労働省令で定

める施設において行われる施設障害福祉サ

ービス（施設入所支援及び厚生労働省令で

定める障害福祉サービスをいう。以下同

じ。）を除く。）を行う事業をいう。 

２～７ 〔略〕 

８ この法律において「児童デイサービス」 

 とは、障害児につき、児童福祉法第４３条 

 の３に規定する肢体不自由児施設その他の 

 厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常 

 生活における基本的な動作の指導、集団生 

 活への適応訓練その他の厚生労働省令で定 

 める便宜を供与することをいう。 

９～１５ 〔略〕 

１６ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

  

〔同左〕 

第２２条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 



利用計画案の提出を求めるものとする。 

５ 前項の規定によりサービス等利用計画案

の提出を求められた障害者又は障害児の保

護者は、厚生労働省令で定める場合には、

同項のサービス等利用計画案に代えて厚生

労働省令で定めるサービス等利用計画案を

提出することができる。 

６ 市町村は、前２項のサービス等利用計画

案の提出があった場合には、第１項の厚生

労働省令で定める事項及び当該サービス等

利用計画案を勘案して支給要否決定を行う

ものとする。 

７ 〔略〕 

８ 市町村は、支給決定を行ったときは、当

該支給決定障害者等に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、支給量その他の厚

生労働省令で定める事項を記載した障害福

祉サービス受給者証（以下「受給者証」と

いう。）を交付しなければならない。 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

４ 〔略〕 

５ 〔同左〕 

  
【施行期日】平成２４年４月１日 


